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栃木県子育て世帯等住宅断熱化支援補助事業実施要綱 

 

令和７（2025）年３月24日付け気対第408号  

環境森林部長通知  

 

 

（事業目的） 

第１条 栃木県子育て世帯等住宅断熱化支援事業（以下「本事業」という。）は、県内の子育て世帯

等によるＺＥＨ水準以上の断熱性能等を有する新築住宅の取得又は既存住宅の断熱化（以下「住宅

の高断熱化等」という。）に対し、補助金を交付することで、住宅の省エネルギー化を促進し、物

価高騰による影響の負担軽減を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 子育て世帯等 子育て世帯又は若年夫婦世帯をいう。 

(2) 子育て世帯 令和６年４月１日時点（令和７年３月 31 日までに工事着手したものについては、

令和５年４月 1 日時点）で 18 歳未満の子を有する世帯。 

(3) 若年夫婦世帯 令和６年４月１日時点（令和７年３月 31 日までに工事着手したものについて

は、令和５年４月１日時点）で夫婦のいずれかが 39 歳以下である世帯。 

(4) ＺＥＨ水準 強化外皮基準（住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 

号） 第３条の２第１項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級５以上の基準 （結露の

発生を防止する対策に関する基準を除く。）をいう。）を満たし、かつ再生可能エネルギーを除

いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から 20％削減となる省エネ性能の水準をいう。 

(5) 国補助金 国が実施する、住宅の高断熱化等に要した経費の一部を補助する事業による補助金

のうち、別に定める補助金をいう。 

(6) 新築住宅の取得 国補助金制度で定めた新築の条件を満たす、住宅の建築または新築住宅の購

入をいう。 

 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件に適合するものでなければなら

ない。 

(1) 国補助金を活用し、県内で住宅の高断熱化等を実施した者であって、次のいずれかに該当する

こと。 

  ア 自己居住の目的でＺＥＨ水準以上の断熱性能等を有する新築住宅の取得をした子育て世帯等に

該当する個人 

イ 居住している既存住宅の断熱化を実施する子育て世帯等に該当する個人 

ウ 賃貸に供する目的で、子育て世帯等を対象とした住宅の新築をする個人又は法人 

エ 賃貸に供する目的で、所有している既存住宅の断熱化を実施する個人又は法人 

  オ 既存住宅の断熱化を実施する管理組合法人又は管理組合の代表者 
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(2) 県税の滞納がないこと。 

(3) 栃木県暴力団排除条例（平成22年栃木県条例第30号）第６条の規定に基づき、次のいずれかに

該当しないこと。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団 

イ 法第２条第６号に規定する暴力団員 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、国補助金を活用した次のいずれかに該当するものとする。 

(1)新築住宅の取得 

(2) 次のいずれかに該当する既存住宅の断熱化 

ア 開口部の断熱改修（ガラス交換、内窓設置、外窓交換及びドア交換等） 

イ 躯体の断熱改修（天井又は壁等） 

 

 （補助対象経費及び補助額） 

第５条 補助対象経費は、新築住宅の取得費用又は既存住宅の改修費用のうち、断熱化に要した製品

の費用、設置工事に係る材料及び設備の購入並びに工事に要する経費とし、補助額は補助対象事業

毎に次のとおりとし、予算の範囲内で交付する。 

(1) 新築住宅の取得は、１戸あたり30万円を交付する。 

(2) 既存住宅の断熱改修は１戸あたり国補助金の交付額１／２又は10万円のいずれか低い額とし、

千円未満は切り捨てる。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和７（2025）年３月24日から施行する。 

２ この要綱は、令和８（2026）年３月31日限り、その効力を失う。 


